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輸出貿易管理令の運用についての一部を改正する通達 

 
 

輸出貿易管理令の運用について（昭和６２年１１月６日付け６２貿局第３２

２号・輸出注意事項６２第１１号）の一部を別添の新旧対照表のとおり改正す

る。 
 

   附 則 

 この通達は、平成３１年１月９日から施行する。 
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輸出貿易管理令の運用についての一部を改正する通達新旧対照表（傍線部分は改正部分）

○輸出貿易管理令の運用について（昭和６２年１１月６日付け６２貿局第３２２号・輸出注意事項６２第１１号）

改 正 後 現 行

（略） （略）

０ （略） ０ （略）

１ 輸出の許可 １ 輸出の許可

１－０ （略） １－０ （略）

１－１ 輸出の許可 １－１ 輸出の許可

（１） （略） （１） （略）

（２）輸出許可申請 （２）輸出許可申請

（イ）・（ロ） （略） （イ）・（ロ） （略）

（ハ）輸出許可申請書の添付書類は、次のとおりとする。 （ハ）輸出許可申請書の添付書類は、次のとおりとする。

（a）申請理由書 1通 （a）申請理由書 1通

（略） （略）

① 輸出貿易管理令別表第１の２から１５までの項の ① 輸出貿易管理令別表第１の２から１５までの項の

中欄に掲げる貨物。ただし、次に該当する場合を除 中欄に掲げる貨物。ただし、次に該当する場合を除

く。 く。

イ～ホ （略） イ～ホ （略）

へ 輸出令別表第１の３の項（３）に掲げる貨物で （新設）

あって、「い地域①」を仕向地とするもの

ト （略） ヘ （略）

チ 輸出令別表第１の５から１３までの項の中欄に ト 輸出令別表第１の５から１３までの項の中欄に

掲げる貨物（告示で定める貨物及び輸出令別表第 掲げる貨物（告示で定める貨物及び輸出令別表第

１の８の項の中欄に掲げる貨物のうち貨物等省令 １の８の項の中欄に掲げる貨物のうち貨物等省令

第７条第三号ロ又はニに該当するものを除く。） 第７条第三号ハ又はホに該当するものを除く。）

であって、別表第１の別紙の（注）に定める「と であって、別表第１の別紙の（注）に定める「と

地域①」を仕向地とするもの 地域①」を仕向地とするもの

リ （略） チ （略）

ヌ 輸出令別表第１の８の項の中欄に掲げる貨物の リ 輸出令別表第１の８の項の中欄に掲げる貨物の

うち貨物等省令第７条第三号ロ又はニに該当する うち貨物等省令第７条第三号ハ又はホに該当する

もの貨物であって、「い地域①」又は別表第１の もの貨物であって、「い地域①」又は別表第１の

別紙の（注）に定める「と地域①」を仕向地とす 別紙の（注）に定める「と地域①」を仕向地とす

るもの るもの
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ル （略） ヌ （略）

②－１・②－２ （略） ②－１・②－２ （略）

（b）～（d） （略） （b）～（d） （略）

（３）～（６） （略） （３）～（６） （略）

（７） 輸出令別表第１の中欄に掲げる貨物に関する輸出の許可 （７） 輸出令別表第１の中欄に掲げる貨物に関する輸出の許可

（イ） 輸出令別表第１の解釈 （イ） 輸出令別表第１の解釈

（略） （略）

輸出令 輸出令別表第 輸出令 輸出令別表第

別表第 １中解釈を要 解 釈 別表第 １中解釈を要 解 釈

１の項 する語 １の項 する語

１ （略） （略） １ （略） （略）

輸出令別表第 次のいずれかに該 （略） 輸出令別表第 次のいずれかに該 （略）

１の１の項（ 当するものを含む １の１の項（ 当するものを含む

１）の附属品 。 １）の附属品 。

イ （略） イ （略）

ロ 着脱可能な （新設）

カートリッジ

マガジン

ハ 消音器又は ロ 火器消音器

減音器

ニ （略） ハ （略）

ホ 消炎器 （新設）

へ 電子画像処 （新設）

理を用いた光

学式照準器

ト 軍用に特別 （新設）

に設計された

光学式照準器

（略） （略） （略） （略）

火薬類 （略） 次のいずれかに該 火薬類 （略） 次のいずれかに該



- 3 -

当するものを除く 当するものを除く

。 。

イ～ハ （略） イ～ハ （略）

ニ 火薬類取締 ニ 火薬類取締

法施行規則（ 法施行規則（

昭和２５年通 昭和２５年通

商産業省令第 商産業省令第

８８号。以下 ８８号。以下

「施行規則」 「施行規則」

という。）第 という。）第

１条の４第七 １条の４第七

号に規定する 号に規定する

経済産業大臣 経済産業大臣

が指定するも が指定するも

の（平成２４ の（平成２４

年経済産業省 年経済産業省

告示第１４号 告示第１４号

）であって、 ）であって、

次に掲げるも 次に掲げるも

の の

（一）・（二 （一）・（二

） （略） ） （略）

（三） 消火 （新設）

剤容器弁

開放装置

付き消火

装置及び

発生させ

たガスを

使用して

消火を行

うガス発

生器（電

気点火又

は撃針点
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火により

ガスを発

生させる

構造のも

のに限る

。）であ

って、民

生用のも

の

ホ・ヘ （略） ホ・ヘ （略）

（略） （略） （略） （略）

２ （略） （略） ２ （略） （略）

リチウムの同 次のいずれかに該 リチウムの同 次のいずれかに該

位元素の分離 当するものを含む 位元素の分離 当するものを含む

用の装置 。 用の装置 。

イ リチウムア イ リチウムア

マルガムのた マルガムのた

めに特別設計 めに特別設計

された充填塔 されたパック

型液－液交換 ド液－液交換

塔 カラム

ロ～ヘ （略） ロ～ヘ （略）

（略） （略） （略） （略）

（削る） （削る） 細粒炭素鋼 オーステナイト結晶粒度で粒度番号５

以上の炭素鋼又はこれと同等のものを

いう。

有効長 充填塔の中にある充填物の実際の高さ 有効長 充てんタイプの塔の中にある充てん材

又は棚段塔の中にある下層のトレーか 料の実際の高さ又は板タイプの塔の中

ら上層のトレーまでの実際の高さをい にある接触板の実際の高さをいう。
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う。

（略） （略） （略） （略）

（削る） （削る） 気体と液体を 次のいずれかに該

向流的に流し 当するものを含む

て接触させる 。

ように設計し イ シーブトレ

たもの ー

ロ バルブトレ

ー

ハ バブルキャ

ップトレー

ニ ターボグリ

ッドトレー

（削る） （削る） 硫化水素に対 炭素の含有量が、全重量の0.03パーセ

して耐食性の ント以下のステンレス鋼をいう。

ある材料

（略） （略） （略） （略）

貨物等省令第 （略） 貨物等省令第 （略）

１条第十号ロ １条第十号ロ

(六)中の気密 (七)中の気密

な構造のもの な構造のもの

（略） （略） （略） （略）

貨物等省令第 （略） 貨物等省令第 （略）

１条第十七号 １条第十七号

ロ（一）中の ロ（一）中の

非接触型の測 非接触型の測

定装置 定システム
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（略） （略） （略） （略）

一酸化炭素レ （略） 一酸化炭素レ （略）

ーザー発振器 ーザー発振器

統一原子質量 原子、素粒子などの質量を表す単位（ （新設） （新設）

単位 記号はｕ）。

（略） （略） （略） （略）

貨物等省令第 （略） 貨物等省令第 （略）

１条第五十七 １条第五十七

号中の装置に 号中の装置に

内蔵されたも 内蔵されたも

の の

トリチウムの 次のいずれかに該 （新設） （新設）

製造に用いら 当するものを含む

れる装置の部 。

分品であって イ リチウムペ

、ハに該当す レット

る貨物のため ロ トリチウム

に特に設計し ゲッター

た部分品 ハ 特別に被覆

された被覆材

（略） （略） （略） （略）

３ （略） （略） ３ （略） （略）

Ｎ・Ｎ－ジア （略） Ｎ・Ｎ－ジア （略）

ルキルアミノ ルキルアミノ

エタン－２－ エタン－２－

オール（アル オール（アル
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キル基の炭素 キル基の炭素

数が３以下で 数が３以下で

あるものに限 あるものに限

る。）及びそ る。）及びそ

のプロトン化 のプロトン化

塩類 塩類

（削る） （削る） Ｎ・Ｎ－ジア ２－ジイソプロピ

ルキルアミノ ルアミノエタンチ

エタン－２－ オールを含む。

チオール（ア

ルキル基の炭

素数が３以下

であるものに

限る。）及び

そのプロトン

化塩類

３の２ （略） （略） ３の２ （略） （略）

ジアセトキシ 別名デアセトキシスシルペノールとも ジアセトキシ 別名デアセトキシスシルペノール毒素

スシルペノー いう。 スシルペノー ともいう。

ル ル毒素

（略） （略） （略） （略）

（削る） （削る） 病原性を発現 病原性についての遺伝情報を指定する

させるもの 核酸の塩基配列をいう。

（削る） （削る） 第三号若しく 第三号又は第四号に該当するものの遺

は第四号に該 伝情報を指定する核酸の塩基配列をい

当するものを う。

産生させる核

酸の塩基配列
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遺伝要素 遺伝的に改変されているかどうか、又 遺伝子 遺伝的に改変されているかを問わない

は全部若しくは一部が化学的に合成さ もの、又は全部若しくは一部が化学的

れているかどうかを問わない。 に合成されたものをいう。

（削る） 腸管出血性大腸菌

（血清型Ｏ１５７

又は他のベロ毒素

産生株）の病原性

を発現させる核酸

の塩基配列であっ

て、ベロ毒素又は

そのサブユニット

の遺伝子情報を持

たない核酸の塩基

配列を除く。

（削る） （削る） 遺伝子を改変 核酸の塩基配列が交配又は天然の組み

した生物 換えによって、自然に生じない方法で

改変された生物（これらが全部又は一

部が人工的に生成されたものを含む。

）をいう。

腸管出血性大腸菌

（血清型Ｏ１５７

又は他のベロ毒素

産生株）の病原性

を発現させる核酸

の塩基配列であっ

て、ベロ毒素又は

そのサブユニット

の遺伝子情報を持

たない核酸の塩基

配列を除く。
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復元可能 材料の不活性化及び調製が、核酸の分 （新設） （新設）

離、精製、増幅、検出若しくは同定の

促進を意図したものである場合又はそ

うなることが知られている場合には、

不活性化された組織体、ウイルス又は

サンプルからの核酸の復元が可能であ

るとみなす。

病原性を付与 核酸の塩基配列を挿入し、又は組み込 （新設） （新設）

若しくは増強 むことにより、意図的に病気又は死を

する 引き起こす能力を付与又は増強するこ

とをいう。

毒性、伝染性、安 （新設）

定性、感染経路、

宿主域、再現性、

宿主の免疫を回避

又は抑制する能力

及び医学的対策に

対する抵抗性又は

検出能に関する変

更を含む。

大腸菌の核酸 大腸菌の核酸の塩基配列（志賀毒素又 （新設） （新設）

の塩基配列（ はそのサブユニットの遺伝要素を持た

志賀毒素又は ないものに限る。）の有するものをい

そのサブユニ い、大腸菌の核酸の塩基配列の有しな

ットの遺伝要 いものは含まない。

素を持つもの

に限る。）の

有するもの以

外のもの

（略） （略） （略） （略）
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４ （略） （略） ４ （略） （略）

機体に搭載さ 海面上における国際民間航空機関が定 機体に搭載さ 機体にエンジンを搭載しない状態で測

れていない状 める標準大気状態において機体にエン れていない状 定された最大の推力をいう。型式証明

態における最 ジンを搭載しない状態で測定された最 態における最 で示される最大推力は、それ以下とな

大推力 大の推力をいう。型式証明で示される 大推力 る。

最大推力は、それ以下となる。

一段目のロー ブレードチップの前縁で測定されたフ （新設） （新設）

ターの直径 ァン又は圧縮機の第一段ローターの直

径をいう。

乾燥重量 燃料、圧力油、オイルその他の流体が （新設） （新設）

ない状態のエンジンの重量であって、

ハウジングの重量は含まない。

（略） （略） （略） （略）

飛行制御装置 （略） 飛行制御装置 （略）

貨物等省令第 有人航空機を５０ （新設） （新設）

３条第十八号 ０キログラム以上

及び第十八号 のペイロードを３

の二中の飛行 ００キロメートル

制御装置、姿 以上運搬すること

勢制御装置又 ができる無人航空

はサーボ弁 機として動作でき

るように変換する

ため、無人航空機

のように有人航空

機を動作可能とす

ように設計又は改

造された装置及び

弁を含む。
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（略） （略） （略） （略）

５ （略） （略） ５ （略） （略）

プラズマ噴霧 （略） プラズマ噴霧 （略）

法 法

急速固化 １０００ケルビン毎秒超の冷却速度で （新設） （新設）

溶融した材料を凝固させる方法をいう

。

（略） （略） （略） （略）

６ （略） （略） ６ （略） （略）

（削る） （削る） 直線上の変位 （略）

を測定するた

めのもの

貨物等省令第 測定子又は被測定物が動く単一の方向 （新設） （新設）

５条八号中の に沿って、測定子と被測定物との間の

非接触型の測 距離を測定するように設計されたもの

定装置 をいう。

直線上の変位 （略） 直線上の変位 （略）

を測定する装 を測定するた

置 めのもの

組立品 基板上に複数の回路素子、個別部品又 （新設） （新設）

は集積回路を特定の機能を行うように

相互に接続したものであって、一体と

して交換可能であり、かつ、分解する

ことが可能なものをいう。

分解能 測定装置が検出し得る最小の測定量の （新設） （新設）



- 12 -

大きさをいう。デジタル測定装置の場

合には、最小有効表示量（ビット）を

いう。

０．２ミリメ ２の「０．２ミリメートルまでの測定 （新設） （新設）

ートルまでの レンジにおいて、分解能が０．２マイ

測定レンジに クロメートル以下のもの」の解釈に同

おいて、分解 じ。

能が０．２マ

イクロメート

ル以下のもの

貨物等省令第 一般に不正確さとして測定され、採用 （新設） （新設）

５条第八号中 される標準又は真値に対する表示値の

の精度 正又は負の最大偏差をいう。

（削る） （削る） 貨物等省令第 特定の処理を実行する一連の命令であ

５条第九号イ り、電子装置が実行できる形式又はそ

中のプログラ の形式に変換可能なものであって、有

ム 形媒体に記述されたものをいう。

（削る） （削る） 情景解析 この範囲には、与えられた角度の視覚

による３次元目の推定近似や、あらか

じめ分かっている状況での深さや構成

の認識による限られたグレースケール

解釈は含まれない。

（略） （略） （略） （略）

（削る） （削る） 貨物等省令第 一般に不正確さとして測定され、採用

５条第十号中 される標準又は真値に対する表示値の

の精度 正又は負の最大偏差をいう。

複合回転テー 工作物を非平行な２つの回転軸の周り 複合回転テー 工作物を非平行な２つ以上の回転軸の

ブル に回転又はティルトさせることができ ブル 周りに回転又はティルトさせることが
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るテーブルをいう。 できるテーブルであって、当該非平行

な回転軸を用いて輪郭制御を行うこと

ができるものをいう。

加工中に中心 工具を保持するティルティングスピン 加工中に中心 ティルティングスピンドルをいう。

線の他の軸に ドルをいう。 線の他の軸に

対する角度を 対する角度を

変更すること 変更すること

ができるスピ ができるスピ

ンドル ンドル

（略） （略） （略） （略）

７ （略） （略） ７ （略） （略）

マイクロコン （略） マイクロコン （略）

ピュータ ピュータ

不揮発性メモ 長期間にわたり電源を遮断した後でも （新設） （新設）

リー データの保持が可能なメモリーをいう

。

（削る） （削る） フラッシュメ プログラムを電気的に消去することが

モリー できるプログラマブルロムであって、

ブロック以上の単位、セクタ単位又は

チップ単位でしかデータを消去できな

いものをいう。

フィールドプ プログラムが既に フィールドプ 次のいずれかに該

ログラマブル 書き込まれている ログラマブル 当するものを含む

ロジックデバ ものであって、変 ロジックデバ 。

イス 更が可能なもの又 イス イ プログラム

は書換え可能なも が既に書き込

のを含む。 まれているも

のであって、
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変更が可能な

もの又は書き

換え可能なも

の

ロ 小規模プロ

グラマブルロ

ジックデバイ

ス（ＳＰＬＤ

ｓ）

ハ 大規模プロ

グラマブルロ

ジックデバイ

ス（ＣＰＬＤ

ｓ）

ニ フィールド

プログラマブ

ルゲートアレ

イ（ＦＰＧＡ

ｓ）

ホ フィールド

プログラマブ

ルロジックア

レイ（ＦＰＬ

Ａｓ）

ヘ フィールド

プログラマブ

ル相互接続用

集積回路（Ｆ

ＰＩＣｓ ）

（略） （略） （略） （略）

貨物等省令第 貨物等省令第６条第一号ホ（一）中の 貨物等省令第 貨物等省令第６条第一号ホ（一）中の

６条第一号ホ アナログデジタル変換用のもの（以下 ６条第一号ホ アナログデジタル変換用のもの（以下

（一）中のア 、「ＡＤＣ」という。）については、 （一）中のア 、「ＡＤＣ」という。）については、
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ナログデジタ 以下のとおりとする。 ナログデジタ 以下のとおりとする。

ル変換用のも ル変換用のも

の イ （略） の イ （略）

ロ ＡＤＣの分解能は、測定したア ロ 出力ワードのビット数は、ＡＤ

ナログ入力を表すデジタルの出力 Ｃの分解能に等しい。

ビット数に等しい。有効ビット数(

ＥＮＯＢ)はＡＤＣの分解能を決定

するに当たり、使用しない。

（削る） ハ 出力速度とは、アーキテクチャ

又はオーバーサンプリングによら

ず、変換器の出力速度の最大値を

いう。

ハ 複数のチャネルを有するＡＤＣ ニ 複数のチャネルを有するＡＤＣ

については、そのサンプルレート については、その出力は複数のチ

は複数のチャネルを集合させたも ャネルを集合させたものではなく

のではなく、１つのチャネルのう 、その出力速度は１つのチャネル

ち最大のものをいう。 のうち最大のものをいう。

ニ インターリーブ型ＡＤＣ又はイ ホ インターリーブ型ＡＤＣ又はイ

ンターリーブ方式で動作するよう ンターリーブ方式で動作するよう

に設計した複数のチャネルを有す に設計した複数のチャネルを有す

るＡＤＣのサンプルレートは、イ るＡＤＣの出力は、全てのチャネ

ンターリーブに係る全てのチャネ ルの出力を集合させたものであり

ルのサンプルレートを集合させた 、その出力速度は集合した最大出

最大のレートをいう。 力速度をいう。

（削る） ヘ 出力速度は、サンプリングレー

ト、変換レート又はスループット

レートともいい、メガヘルツ（Ｍ

Ｈｚ）、メガワード毎秒又はメガ

サンプル毎秒（ＭＳＰＳ）で表示

される。
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（削る） ト 出力速度の計測について、１秒

当たりの１サンプルは、１ヘルツ

又は１出力ワード毎秒に相当する

。

（削る） チ 複数のチャネルを有するＡＤＣ

とは、２以上のＡＤＣユニットが

集積化されたものであって、各Ａ

ＤＣユニットが各々のアナログ入

力を行うよう設計されたものをい

う。

（削る） リ インターリーブ型ＡＤＣとは、

同じアナログ入力信号を異なる時

刻にサンプリングする複数のＡＤ

Ｃユニットを有するものをいう。

異なる時刻にサンプリングしたデ

ジタル出力信号を集合させること

により、アナログ入力信号をより

高いサンプリングレートで効果的

にサンプリングし変換することが

できる。

サンプルレー ＡＤＣ（オーバーサンプリング型ＡＤ （新設） （新設）

ト Ｃを除く。）において１秒当たりのア

ナログ入力で測定される最大のサンプ

ル数をいう。オーバーサンプリング型

ＡＤＣにおいては、その出力ワードレ

ートをサンプルレートという。サンプ

ルレートは、サンプリングレート（メ

ガサンプル毎秒又はギガサンプル毎秒

で表示。）又は変換レート（ヘルツで

表示。）ともいう。
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（略） （略） （略） （略）

デジタルアナ （略） デジタルアナ （略）

ログ変換クロ ログ変換クロ

ック周波数 ック周波数

貨物等省令第 貨物等省令第６条第一号ワ（一）中の （新設） （新設）

６条第一号ワ アナログデジタル変換機能を有するも

（一）中のア のについては、以下のとおりとする。

ナログデジタ イ ｎビットの分解能とは、２ レｎ

ル変換機能を ベルに相当する量子化能力をいう

有するもの 。

ロ ＡＤＣの分解能は、測定したア

ナログ入力を表すＡＤＣのデジタ

ル出力のビット数に等しい。有効

ビット数（ＥＮＯＢ）はＡＤＣの

分解能を決定するに当たり、使用

しない。

ハ インターリーブ型でない複数の

チャネルを有するＡＤＣが含まれ

た集積回路については、そのサン

プルレートは複数のチャネルを集

合させたものではなく、１つのチ

ャネルのうち最大のものをいう。

ニ インターリーブ型ＡＤＣ又はイ

ンターリーブ方式で動作するよう

に設計した複数のチャネルを有す

るＡＤＣが含まれた集積回路のサ

ンプルレートは、インターリーブ

に係る全てのチャネルのサンプル

レートを集合させた最大のレート

をいう。

（略） （略） （略） （略）
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マイクロ波用 （略） マイクロ波用 （略）

固体増幅器（ 固体増幅器（

モノリシック ハに該当する

マイクロ波集 モノリシック

積回路増幅器 マイクロ波集

及びハーモニ 積回路増幅器

ックミクサ又 を除く。）又

はコンバータ はこれを含む

を除く。）又 組立品若しく

はこれを含む はモジュール

組立品若しく （カに該当す

はモジュール る送受信モジ

（送受信モジ ュール及び送

ュール及び送 信モジュール

信モジュール を除く。）

を除く。）

貨物等省令第 モノリシックマイクロ波集積回路増幅 （新設） （新設）

６条第二号ホ 器は第６条第二号ハの規定に基づいて

中のマイクロ 判定し、スペクトラムアナライザー、

波用固体増幅 信号発生器、ネットワークアナライザ

器 ー又はマイクロ波用試験受信機の動作

周波数を拡張するように設計したハー

モニックミクサ若しくはコンバータは

、同条第二号リの規定に基づいて判定

するものとする。

モジュール （略） モジュール （略）

貨物等省令第 送受信モジュール及び送信モジュール （新設） （新設）

６条第二号ホ は第６条二号カの規定に基づいて判定

中のモジュー するものとする。

ル

組立品 ６の「組立品」の解釈に同じ。 組立品 基板上に複数の回路素子、個別部品又
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は集積回路を特定の機能を行うように

相互に接続したものであって、一体と

して交換可能であり、かつ、分解する

ことが可能なものをいう。

（略） （略） （略） （略）

セル （略） セル （略）

（削る） シングルセルバッ

テリー又はバッテ

リーに組み込まれ

たものを除く。

（略） （略） （略） （略）

貨物等省令第 （略） 貨物等省令第 （略）

６条第五号中 ６条第五号中

のエネルギー のエネルギー

密度 密度

貨物等省令第 公称電圧にアンペアで表した最大連続 （新設） （新設）

６条第五号中 放電電流（Ａ）を乗じた電力をキログ

の連続的な電 ラムで表した質量で除して計算するこ

力密度 ととする。

電力密度は比出力ともいう。

最大連続放電電流：カタログに表記

されたものを含む最大の連続放電

電流をいう。

（略） （略） （略） （略）

繰返しピーク （略） 繰返しピーク （略）

休止状態電圧 休止状態電圧
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半波長電圧 光変調器を伝搬する光の波長において （新設） （新設）

１８０度の位相変化を作るのに必要な

印加電圧をいう。

サンプリング （略） サンプリング （略）

オシロスコー オシロスコー

プ プ

貨物等省令第 アナログデジタル変換器のうち、アナ 貨物等省令第 （新設）

６条第十号中 ログデジタル変換を行う機能を有する ６条第十号中

のアナログデ モジュール、組立品又は装置について のアナログデ

ジタル変換器 は、以下のとおりとする。 ジタル変換器

のうち、アナ イ ｎビットの分解能とは、２ レ のうち、アナｎ

ログデジタル ベルに相当する量子化能力をいう ログデジタル

変換を行う機 。 変換を行う機

能を有するモ ロ ＡＤＣの分解能は、測定したア 能を有するモ

ジュール、組 ナログ入力を表すＡＤＣのデジタ ジュール、組

立品又は装置 ル出力のビット数に等しい。有効 立品又は装置

ビット数（ＥＮＯＢ）はＡＤＣの

分解能を決定するに当たり、使用

しない。

ハ インターリーブ型でない複数の

チャネルを有するモジュール、組

立品又は装置については、そのサ

ンプルレートは複数のチャネルを

集合させたものではなく、１つの

チャネルのうち最大のものをいう

。

ニ インターリーブ型のチャネルを

有する複数のチャネルを有するモ

ジュール、組立品又は装置のサン

プルレートは、インターリーブに

係る全てのチャネルのサンプルレ

ートを集合させた最大のレートを

いう。
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（判定方法） （判定方法）

複数のチャネルを有するものは、一つ 複数のチャネルを有するものは、一つ

のチャネルで実現できる最も性能の高 のチャネルで実現できる最も性能の高

いチャネルで判定する。 いチャネルで判定する。

（判定条項の参照先） （判定条項の参照先）

サンプリングオシロスコープ、デジタ サンプリングオシロスコープ、デジタ

ル方式の記録装置、スペクトラムアナ ル方式の記録装置、スペクトラムアナ

ライザー、信号発生器、ネットワーク ライザー、信号発生器、ネットワーク

アナライザー及びマイクロ波用試験受 アナライザー及びマイクロ波用試験受

信機は、それぞれ貨物等省令第６条第 信機は、それぞれ貨物等省令第６条第

九号、第十一号から第十五号までの規 九号、第十一号から第十五号までの規

定に基づいて判定するものとする。 定に基づいて判定するものとする。

（削る） （削る） サンプリング アナログ信号をデジタル信号に変換す

速度 る速度をいう。

貨物等省令第 デジタル方式の記録装置が、デジタル 貨物等省令第 デジタル方式の記録装置が、デジタル

６条第十一号 データのサンプルレート又はデジタル ６条第十一号 データの入力速度又はデジタル信号へ

イ中のデータ 信号への変換速度を維持した状態で、 イ中のデータ の変換速度を維持した状態で、デジタ

連続記録速度 デジタル信号の情報を欠落なく連続し 連続記録速度 ル信号の情報を欠落なく連続してディ

てディスクメモリ又はソリッドステー スクメモリ又はソリッドステートドラ

トドライブメモリに出力することがで イブメモリに出力することができる速

きる速度をいい、パラレルアーキテク 度をいい、パラレルアーキテクチャを

チャを有する記録装置については、最 有する記録装置については、最大ワー

大ワード転送速度にワードを構成する ド転送速度にワードを構成するビット

ビット数を乗じたものをいう。 数を乗じたものをいう。

（略） （略） （略） （略）

複屈折率が７ （略） 複屈折率が７ （略）

ナノメートル ナノメートル

毎センチメー 毎センチメー

トル未満 トル未満
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極端紫外 電磁波スペクトルの波長が５ナノメー （新設） （新設）

トルを超え、１２４ナノメートル未満

のものをいう。

（略） （略） （略） （略）

複屈折率が７ （略） 複屈折率が７ （略）

ナノメートル ナノメートル

毎センチメー 毎センチメー

トル未満 トル未満

マスクブラン マスクの製造に用いられるガラスの板 （新設） （新設）

ク その他の材料に薄膜を形成したものを

いい、これにレジストが塗布されてい

るかどうかを問わない。

多層膜の結晶 （略） 多層膜からな （略）

を有し、かつ るヘテロエピ

、当該結晶が タキシャル成

エピタキシャ （略） 長結晶を有す （略）

ル成長されて る基板

いるもののう

ち、ヘテロエ

ピタキシャル

材料となるも

の

（略） （略） （略） （略）

８ （略） （略） ８ （略） （略）

加重最高性能 （略） 加重最高性能 （略）

注１～注５ （略） 注１～注５ （略）

注６ 集合体で性能を向上するよう 注６ 集合体で性能を向上するよう
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に特別に設計されたものであっ に特別に設計されたものであっ

て、同時動作が可能であり、か て、同時動作が可能であり、か

つ、記憶装置を共有するプロセ つ、記憶装置を共有するプロセ

ッサを含むプロセッサの組合せ ッサを含むプロセッサの組み合

については、APPを算出しなけれ わせについては、APPを算出しな

ばならない。 ければならない。

注１） （略） 注１） （略）

２）プロセッサの組合せが記 ２）プロセッサの組み合わせ

憶装置を共有するとは、 が記憶装置を共有すると

任意のプロセッサが、い は、任意のプロセッサが

かなるソフトウェアの機 、いかなるソフトウェア

構の関与なしに、キャッ の機構の関与なしに、キ

シュラインやメモリワー ャッシュラインやメモリ

ドでのハードウェア伝送 ワードでのハードウェア

を介してシステム内の任 伝送を介してシステム内

意のメモリロケーション の任意のメモリロケーシ

にアクセス可能な時をい ョンにアクセス可能な時

う。なお、貨物等省令第 をいう。なお、貨物等省

７条第三号ハに該当する 令第７条第三号ホに該当

デジタル電子計算機の機 するデジタル電子計算機

能を向上するように設計 の機能を向上するように

した部分品を使用するこ 設計した部分品を使用す

とにより実現するものを ることにより実現するも

含む。 のを含む。

注７ （略） 注７ （略）

（略） （略） （略） （略）

貨物等省令第 データの処理能力を向上させるために 貨物等省令第 データの処理能力を向上させるために

７条第三号中 増設するものであって、計算要素を実 ７条第三号中 増設するものであって、計算要素を実

のデジタル電 装できるように設計されたものをいう のデジタル電 装できるように設計されたものをいう

子計算機の機 。装置に組み込まれていない状態で出 子計算機の機 。装置に組み込まれていない状態で出

能を向上する 荷され、その接続がプログラムで制御 能を向上する 荷され、その接続がプログラムで制御

ように設計し される部分品に限り､貨物等省令第７条 ように設計し される部分品に限り､貨物等省令第７条

た部分品 第三号ハが適用される｡ た部分品 第三号ホが適用される｡
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（略） （略） （略） （略）

９ （略） （略） ９ （略） （略）

電子的に走査 位相結合によってビームを形成するア 電子的に走査 位相結合によってビームを形成するア

が可能なフェ ンテナであって、ビームの方向が放射 が可能なフェ ンテナであって、ビームの方向が放射

ーズドアレー 素子の複素励振係数によって制御され ーズドアレー 素子の複素励振係数によって制御され

アンテナ 、そのビームの方向が送信時及び受信 アンテナ 、そのビームの方向送信時及び受信時

時において、電気信号を用いることに において、電気信号を用いることによ

よって水平面内若しくは垂直面内又は って水平面内若しくは垂直面内又は双

双方に変化し得るアンテナをいう。 方に変化し得るアンテナをいう。

（略） （略） （略） （略）

暗号機能有効 製造者により提供される仕組み（装置 暗号機能有効 製造者により提供される安全な仕組み

化の手段 若しくはプログラムと一対一で対応す 化の手段 （装置若しくはプログラムと一対一で

るもの又は一人の顧客が有する複数の 対応するもの又は一人の顧客が有する

同種の装置若しくはプログラムのため 複数の同種の装置若しくはプログラム

に顧客と一対一で対応するものをいう のために顧客と一対一で対応するもの

。）によって、使用者が暗号機能を特 をいう。）によって、使用者が暗号機

別に有効化し、又は使用可能にするあ 能を有効化し、又は使用可能にするあ

らゆる手段であって、貨物又は技術に らゆる手段であって、貨物又は技術に

よって実現されるものをいう（例えば よって実現されるものをいう（例えば

、シリアルナンバーを基にしたライセ 、シリアルナンバーを基にしたライセ

ンスキー又はデジタル署名の証明書等 ンスキー又はデジタル署名の証明書等

の認証をするものをいう。）。 の認証をするものをいう。）。

（略） （略） （略） （略）

（削る） （削る） 暗号機能有効 暗号機能有効化の手段を用いないで使

化の手段を用 用者による暗号機能の使用が可能であ

いないで使用 るものをいう。

することがで

きるもの
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（略） （略） （略） （略）

情報を伝達す 情報又は通信の秘密を保持することを 情報を伝達す 情報又は通信の秘密を保持することを

る信号の漏え 目的として漏えいを防止するように設 る信号の漏え 目的として漏えいを防止するように設

いを防止する 計し、又は改造したものに限る。 いを防止する 計したものに限る。

ように設計し ように設計し

、又は改造し た装置

た装置

（略） （略） （略） （略）

１０ （略） （略） １０ （略） （略）

センサー用の （略） センサー用の （略）

光ファイバー 光ファイバー

（略） （略）

読み出し集積 フォーカルプレーンアレーの下層に配 （新設） （新設）

回路 置され、又は接合されるように設計さ

れた集積回路であって、検出素子によ

り生成される信号を読み出す（すなわ

ち、抽出し、及び保持する）ために使

用される。少なくとも、読み出し集積

回路は、電荷を抽出し、読み出し集積

回路の内部又は外部で処理を行うため

に、検出素子の相対空間位置及び方位

の情報を保持する方法で多重化機能を

適用することによって、検出素子から

電荷を読み出す。

（略） （略） （略） （略）

（削る） （削る） 機械式のカメ 電子式のカメラ以外のカメラをいい、

ラ こま高さが３６ミリメートル未満の場
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合は、反比例的に早い速度で記録でき

るものをいい、こま高さが３６ミリメ

ートルを超える場合は、反比例的に遅

い速度で記録できるものをいう。

（削る） （削る） 貨物等省令第 民生用に設計され

９条第八号ロ た映画記録カメラ

（一）中の映 を除く。

画撮影機

（略） （略） （略） （略）

貨物等省令第 （略） 貨物等省令第 （略）

９条第八号ロ ９条第八号ロ

（五）中の電 （五）中の電

子式のカメラ 子式カメラ

（略） （略） （略） （略）

非球面光学素 （略） 非球面光学素 （略）

子 子

貨物等省令第 フォーカルプレーンアレーの全ての有 （新設） （新設）

９条第九号の 効画素が、波面測定装置の光学系によ

三イ中のフレ り映し出される記録画像用に統合され

ーム速度 る周波数をいう。

（略） （略） （略） （略）

１１・ （略） （略） １１・ （略） （略）

１２ １２

１３ 貨物等省令第 １キログラム当たり４２メガジュール １３ （新設） （新設）

１２条第二号 の正味の比エネルギー（正味の発熱量

ロ中の補正燃 をいう。）（国際規格ＩＳＯ３９７７
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料消費量 －２：１９９７）を有する船舶用に蒸

留した液体燃料に補正したエンジンの

燃料消費量をいう。

（略） （略） （略） （略）

運用手順の検 次のいずれかに該当するものをいう。 （新設） （新設）

証 イ 指令の順序の確認

ロ 運用訓練

ハ 運用の予行練習

ニ 運用解析

（略） （略） （略） （略）

１４ （略） （略） １４ （略） （略）

１５ （略） （略） １５ （略） （略）

体積導電率、 （略） 体積導電率、 （略）

表面抵抗率 表面抵抗率

あらかじめ分 規制対象となる同位体の濃度を増加させ （新設） （新設）

離された ることを意図したプロセスをいう。

（略） （略） （略） （略）

（ロ）～（ニ） （略） （ロ）～（ニ） （略）

（８） （略） （８） （略）

２～１３ （略） ２～１３ （略）

別表第１ 別表第１

（略） （略）

別紙 別紙

輸出令別表第１貨物に係る許可事務の取扱区分 輸出令別表第１貨物に係る許可事務の取扱区分

１ 経済産業局又は沖縄総合事務局において輸出の許可を行う貨 １ 経済産業局又は沖縄総合事務局において輸出の許可を行う貨
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物 物

（１）～（８） （１）～（８）

（９） 輸出令別表第１の３の項（３）に掲げる貨物であって （新設）

、「い地域①」又は「は地域①」を仕向地とするもの

（１０）～（１２） （略） （９）～（１１）

２ 安全保障貿易審査課において輸出の許可を行う貨物 ２ 安全保障貿易審査課において輸出の許可を行う貨物

（１）～（９） （１）～（９）

（１０） 輸出令別表第１の３の項（３）に掲げる貨物であっ （新設）

て、「に地域①」を仕向地とするもの

（１１）～（１７） （略） （１０）～（１６） （略）

（１８） 輸出令別表第１の４の項（２２）に掲げる貨物のう （１７） 輸出令別表第１の４の項（２２）に掲げる貨物のう

ち、貨物等省令第７条第三号ロに該当するもの貨物であ ち、貨物等省令第７条第三号ハに該当するもの貨物であ

って、「ほ地域」又は「へ地域」別表第１の別紙を仕向 って、「ほ地域」又は「へ地域」別表第１の別紙を仕向

地とするもの 地とするもの

（１９） 輸出令別表第１の８の項の中欄に掲げる貨物のうち （１８） 輸出令別表第１の８の項の中欄に掲げる貨物のうち

、貨物等省令第７条第三号ロ又はニに該当するもの貨物 、貨物等省令第７条第三号ハ又はホに該当するもの貨物

であって、「と地域②」又は「ち地域」別表第１を仕向 であって、「と地域②」又は「ち地域」別表第１を仕向

地とするもの 地とするもの

（注）「い地域①」から「ち地域」までの各地域とは、それぞれの （注）「い地域①」から「ち地域」までの各地域とは、それぞれの

地域名の欄において丸印を付した項に該当する左欄に掲げる国 地域名の欄において丸印を付した項に該当する左欄に掲げる国

・地域をいう。 ・地域をいう。

地域名 地域名

国・地域 国・地域

い地 い地 ろ地 は地 は地 に地 に地 ほ地 へ地 と地 と地 ち地 い地 い地 ろ地 は地 は地 に地 に地 ほ地 へ地 と地 と地 ち地

域① 域② 域 域① 域② 域① 域② 域 域 域① 域② 域 域① 域② 域 域① 域② 域① 域② 域 域 域① 域② 域

（略） （略）

エストニア 〇 〇 〇 〇 〇 エストニア 〇 〇 〇 〇 〇

エスワティニ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 （新設）

王国
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（略） （略）

（削る） スワジランド 〇 〇 〇 〇 〇 〇

（略） （略）

別表第２～別表第７ （略） 別表第２～別表第７ （略）
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